
野寺町会運営委員会 
 

開催日時：令和３年１０月１６日（土）1８：00～ 

開催場所：野寺集会所 

出席者  

［野寺町会］ 

1 丁目      2 丁目      3 丁目      4 丁目      5 丁目 

会  長： ☐野島義永    ☐並木利昭    ☐樫山晴夫   ☐笹山武彦     ☒近藤聖子 

副会長： ☐江口由紀子 □入澤浩範    ☐松井典子   ☐小清水まさ代   ☒松本寿恵  

副会長 ：      ☐藤島伸太郎                            ☐川口希公代        ☐荒井規行       ☐田中直子         ☒佐々木聖仁 

［野寺自主防災会］☐小清水達夫 

［社協野寺支部］ ☐平田一雄 

 

野寺町会運営委員会中止 

 

開催日時：令和３年８月２１日（土）1８：00～ 緊急事態宣言により 

開催日時：令和３年９月１８日（土）1８：00～ 緊急事態宣言により 

 

野寺町会会長会の報告 

開催日時：令和３年８月７日（土）1０：00～  開会、議事・協議内容調整 

開催日時：令和３年１０月３日（日）1４：00～ 開会、議事・協議内容調整 

 

【報告事項】   

〇 栗原４丁目町会赤川様４年１月２９日餅つき中止 

〇 池田１１月にお祭りを予定どおり実行 

〇 野寺小の防災倉庫に 8～11 月で賞味期限の切れる水（2L×6 本 30 ケース）有り 

    → 期限を過ぎた時には水が供給されなくなった時にトイレのタンク用の水等として使用でするための備蓄とする。 



〇 野寺上集会所管理人山崎様自宅建て替えにより仮住まいが臨時受付場所になります。 

西東京市北町３－３－２ 第２栄マンション１０５号室 090-8006-6518 

（10 月 10 日より４月ごろまで） 

１０月の回覧に掲載の市役所からの通知の原本を回してもらう。 

 

〇 生活保護の家庭は市からの支援金に町会費は含まれていない。 

 

【検討事項】   

〇 新座警察より還付金詐欺被害防止チラシの回覧の依頼を受けました。 

  印刷も町会でやってくださいとのことです。 

→町会で印刷して回覧する 

 

〇 八石小浜田校長先生より運動会後のテントの片付のお手伝いを頼まれました。 

３０日１２時終了開始１２時１５分～３０分くらいからの予定です。 

→掲示板で募集チラシを掲示、町会役員も数名お手伝いに参加 

 

〇 新しい所有者から４丁目に設置されたポストの契約書が送られてきました。 

   このまま契約してよいかの検討を願います。（２名で一枚 A3 サイズ１０枚） 

→ 契約内容確認の上、契約して良い 

 

〇 避難勧告の廃止のポスターを掲示板掲示について 

  （A４サイズポスター１０枚 各町会２枚配布。） 

→ 掲示板に掲載 

 

〇 コロナで延期になったミリカリさんの森カフェついて 

（主催者、説明のため、オブザーブ出席） 

→主催者より事業説明があり、委員からも意見があり意見交換を踏まえて 

 来年の春頃に延期の方向で考える 

    

〇 ホームページの更新について 

 
個人情報や権利に関わらない町内会の事業計画や報告並び市からの通知はホームページ委
員会或いは会長の承諾のみで投稿可能にしたい。 



→ どなたからも反対意見がないので可決ということで委員に確認をとり。 
会長判断で掲載可能ということになりました。 

 
○ ホームページを含めた広報活動を協力者について 
 
→ 協力者については実際の活動がスムースに進められるようにするため、 

今後、打合せをしたいと思います。 
    

〇 赤十字等の募金を過去の実績に合わせて会費より寄付している件について 

→ 会長会に預ける（一任）という意見で  承認 

 

※ 片山町会ではリサイクル還元金から捻出しておりましたが、リサイクルの補助金カッ

トで会費より支出ということになったら、反対意見により役員が集金するか、街灯に立っ

て（警察の道路許可必要この場合手数料は無料）集めるか等、検討中とのことです。 

 

〇 年度内事業と社協の募金と補助金について 

年度内にできる事業があるか？ 

  （参考：社協新座の補助金事業の書類申請は１１月末までに提出が必要です。 

実施は１０月から３月までの事業が補助の対象になります。） 

・事業例として 

Ａ 清掃活動参加者に参加賞や抽選会を行う。 

Ｂ 野寺ファミリーフェスティバル開催できるか検討 

→  フェスティバル令和４年３月６日の開催予定場所の野寺小学校を仮押さえ決定 

   清掃活動については保留 

 

〇 各町会への事業費の使い方と配布時期について 

①  各町会の事業費５万円の報告が必要かと考えます。 

      → 次の会長会議の時までに調べて報告。 

② 配布時期について 

３月は次年度の予算を配布しているが、４月にした方が良いのか、年度内予算としての取り

扱いを考えると４月のほうが良いと思いますが。 

 → 今まで通りとする。各町会繰越金扱い 



 

〇 次年度の事業計画について 

事業計画に入れたい新事業案の意見 

本年度の計画から変更したいものはあるのかどうか？ 

→意見は下記 

委員：地元の農家にお願いして農業体験を子供たちにしてもらう。 

委員：高齢者他の人たちに兼行体操・集会所でピンポン 

委員：川遊びをし、ザリガニ取りや山遊びのクワガタ取り 

 

〇 町内会の倉庫の備蓄品をテント購入の際の置場として確認したいとの意見あり 

 

 〇 宝くじ財団の補助金応募について 

 

宝くじ財団で選ばれれば A 又は B 事業の補助金がでる。 

 

    A の事業計画書を作成し、市役所（市を通して財団）に申込をしておいた方がい

いかと思いますが 

     →補助金事業に応募する 

 

    二通りの補助金対象の形態あり （参考として下記） 

    A パターン：１００～２５０万円もらえる。 

お祭りのテントやそれらの備品（テーブル椅子・冷凍庫） 

     災害時の防災倉庫やその備品（発電機・冷凍庫など） 

 

    B パターン：１５００万以下で６割までの建物を建てる補助金   

内容が OK で運よく通れば今年申請して２年後、令和５年に貰える。 

 

 市役所に適する土地がないか調査した以下の資料。 

野寺公園（確認必要・水害）・野寺集会所（相談要）・八石小体育館脇・五中 

建築物がそこにある場合はそれの付帯として建築確認等不要 

    新座市に申請（市で一つ選出・一回に一つ財団に申請することが出来る） 

    財団で選定  受かれば申請２年後に受領できる。 

 

次回運営委員会開催日時： 

令和 3 年１１月 2０日（土）18：00～ 


